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1「もんじゅ」の経緯

平成19年8月 改造工事完了

平成7年12月 ナトリウム漏えい事故

平成17年3月 改造工事着手

平成22年7月 炉心確認試験の終了

・平成24年8月 ＩＶＴＭ落下に係る復旧完了
・平成23年6月 IVTM引抜実施
・平成22年8月 IVTM落下事象発生

平成6年4月 初臨界

平成7年8月 初送電

IVTM：炉内中継装置

平成24年11月 保守管理上の不備
平成25年5月 規制委員会から保安措置命令

平成26年4月 エネルギー基本計画（閣議決定）平成26年4月 エネルギー基本計画（閣議決定）

IVTM復旧作業

性能試験再開

平成26年12月 保安措置命令に
(平成27年2月補正） 対する結果報告

平成25年9月 もんじゅ研究計画（文部科学省）平成25年9月 もんじゅ研究計画（文部科学省）

平成23年3月
東日本大震災

平成18年8月 原子力立国計画
平成17年10月 原子力政策大綱

平成22年5月 性能試験再開

平成27年11月 規制委員会か
ら文部科学大臣に対する勧告



約1万点の機器の点検時期超過を公表
規制委員会による保安措置命令＝

保安措置命令への対応結果報告書

保安検査での確認

規制委員会との意見交換
規制委員会から文部科学大臣への勧告 ）

11月2日に表明したオールジャパン体制による活動

平成24年11月
12月

平成25年 5月

平成26年12月

平成27年 3月
6月
9月

11月2日
（11月

12月
～
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1. 未点検機器の点検
2. 保全計画の見直し
3. 保守管理体制・品質保証体制の再構築

保安規定違反の指摘
１．不適切な特別採用による未点検状態の継続
２．(1)安全上重要な配管の点検等の不備

(2)機器の安全重要度分類が不適切
３．保修票の運用、管理不備

※規制委員会の確認が完了するまで運転再開準備禁止
平成25年10月～平成27年3月 もんじゅ集中改革

「もんじゅ」保守管理問題に関する経緯等



オールジャパン体制
【総括：担当副所長】

協力会社 ITメーカプラントメーカ各社

チームX：技術総括課（全体とりまとめ）

チームＡ：品質保証室
（プロセス総合チェック）

(1) 全体QMS文書チェック
(2) 保守管理業務文書チェック
(3) 記録保管チェック

チームＢ・Ｃ：プラント保全部
（保全計画策定

保全有効性評価）
(1) 安全重要度の設定

（クラス３以下の分類の考え方）
(2) 保全計画の策定
(3) 保全有効性評価 など

チームＤ：技術総括課
（保守管理業務IT化）

(1)予備検討～
システム設計、仕様策定

(2)システム製作、運用

プラント保全部各課
プラント管理部安全管理課

(1)点検の実施
(2)点検結果等の評価
(3)不適合管理

短期集中チーム（メーカ助勢含め約100名）通常業務担当体制
（保守管理担当課）

オールジャパン体制での潜在的な課題への取組み

・ 通常の保守管理業務を着実に遂行する担当体制とは別に、根本的課題の改善に取り組む
ための短期集中チームを設置。

・ 短期集中チームは、もんじゅ外から要員を大幅に増強しつつ、メーカ、電力から最大限の
支援を得る。

・ 短期集中チームは、それぞれの作業内容に応じて「もんじゅ」内の各課に置く。
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（平成28年4月28日現在）



保安措置命令への対応状況

【対応状況】 平成28年4月27日までに全ての対象機器の点検作業が終了。

【対応状況】 規制委員会の指摘等を踏まえ保全計画の改正を行った上で、自主的改善として、技術根
拠を体系的に整備し保全計画を改正（安全重要度の高い機器（クラス１,２）、平成28
年6月24日）

【対応状況】 「もんじゅ」を理事長直轄組織に改組
プロセス総合チェックを行い、改善項目を摘出し、自主的な改善の取り組みを実行中
保守管理業務のIT化に向けた検討を実施
保全計画において定めた点検等を確実に実施できる保守管理体制及び品質保証体制を構
築中。今後も継続的な改善を図っていく。

1. 未点検機器の点検

2. 保全計画の見直し

3. 保守管理体制及び品質保証体制の再構築
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➢平成26年12月の報告提出後、規制委員会から保安規定違反の指摘を受けたこと等
により、抜本的に対応を見直した。

➢オールジャパン体制で、保安検査等で具体的に指摘を受けてきた事項のみならず、
未点検機器について所要の点検作業を終了、
保全計画の体系的な見直し、
もんじゅの保守管理業務全般についてプロセス総合チェック等を実施するなど保守管理
体制及び品質保証体制の改善、
を進めている。

➢これまで進めてきた取り組みにより、規制委員会の保安措置命令に対し、もんじゅの改善
した姿を示せるようになった。

➢今後も、クラス３以下の機器について保全計画の体系的な見直しを継続し、不適合事
象に対する対応の迅速化等を実施していく必要があるほか、もんじゅが研究開発段階
の発電用原子炉であることも踏まえれば、より強力にＰＤＣＡサイクルを回して継続的
な改善を図っていく。

オールジャパン体制の活動成果 5



6主な課題と新たな運営主体が備えるべき要件
（骨子案概要）

※第7回「もんじゅ」の在り方に関する検討会資料抜粋



規制委員会による敷地内破砕帯の評価について

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

原子力安全・保安院
新耐震指針を踏まえた耐
震性の再評価

▲東北地方太平洋沖地震
▲保安院より追加調査指示

敷地内破砕帯の
追加調査（性状、活動性、解析等）

▲追加調査結果報告書提出

もんじゅ敷地内破砕帯
最も新しい破砕帯でも、地下深
部で形成された古い時代の地質
構造と推定される

追加調査の報告書提出（H25年4月30日）
• 敷地内破砕帯には活動的であることを示す痕跡は認められない
• 白木－丹生断層に引きずられて敷地内破砕帯が動くこともないと評価

▲規制委員会有識者会合
更なる追加調査指示

＜もんじゅの評価結果＞
・破砕帯は活断層ではない
・近くの断層が動いた時に動い
ていない

再追加調査（データ拡充）

再追加調査の報告書提出（H26年3月28日）
• 追加の調査でも敷地内破砕帯には活動的であることを示す痕跡は認められない
• 陸域及び海域の調査から、白木－丹生断層以外に活断層に関連する構造は認められな

い

規制委員会有識者会合
（説明・審議・現地確認）

▲
有識者会合
評価書案審議

写真
（破砕部拡大）

▲再追加調査結果報告書提出

原子力規制委員会の有識者会合（H28年7月4日）
• もんじゅの敷地内に新しい時代の活動はないとする評価書案を了承
• 今後、他の専門家による確認（ピアレビュー会合）後、規制委員会に報告

される予定

（新たな知見等）

▲9月
耐震指針改訂
（原子力安全委員会）

▲7/16
新潟県中越沖地震

規制委員会発足▼
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参考資料

8



保全計画改定・
有効性評価（チームＢ・Ｃ）
保全に係わる業務基盤の積極的整備

プロセス
総合ﾁｪｯｸ（チームＡ）
① ＱＭＳ文書の合規性確認
② 保守管理プロセスの詳細確認

QMS
文書

保安規定

インプット

作業要領

アウトプット

規定と整合しているか？

要求事項を満足しているか？

手順は明確か？

要求事
項は明
確か？

【文書チェックポイント例】

潜在する課題を
洗い出し、
保守管理
要領へ反映

保守管
理プロ
セス

保全対象範囲の策定

保全計画の策定

保全の実施

保全重要度の設定

点検・補修等の
結果の確認・評価

技術根拠と一体となった
保全計画の策定

点検

結果評価

保全の有効性評価 有効性評価の改善

取組み事項（例）保守管理プロセス

保守管理に係る規定類の
改善
・保全対象範囲確認
・保全重要度設定フロー見直し
など

保守管理のＰＤＣＡサイクル
が自律的に回るための出発点
となる業務基盤の整備・改善

IT化・ｼｽﾃﾑ化推進
（チームＤ）

設備・機器データベース

保修票
システム

保守管理業務
支援システム

不適合
システム

改善

改善改善

新規

従来の手作業のIT化
各システムの連携化により
一元管理

現状は、手作業や個別のシス
テムで業務を管理⇒システム化

※通常の業務
体制で実施

9オールジャパン体制での潜在的な課題への取組み
～ 期待される成果 ～



オールジャパン体制の活動成果
（1）短期集中チームの活動成果と今後の予定

オールジャパン体制
以前の取組結果

オールジャパン体制
による活動結果 今後の予定

プロセス総合チェック
【チームA】

保安検査の指摘や不適合の
対応のための、部分的かつ個
別のチェック

保安規定の条項とそれに基づく所内要
領（QMS文書）の内容について
QMS文書の合規性確認、及び、記
録・プロセスの合規性確認

摘出した不適合処理及び改
善事項の対応策実施
自主内部監査による対応策の
フォロー及びQAレベルの継続
的向上

保全計画の改正・保全
の有効性評価の改善
【チームB・C】

次回点検期限の明確化
保守管理業務支援システム
の導入
保全計画の全面的な確認
作業（ローラー作戦）

保全計画の体系的な見直し
（安全機能の重要度分類

クラス１，２機器）
・機器ごとの安全機能の重要度分
類にもとづく保全重要度の設定
・技術根拠の整備
・現場照合
・保全の有効性評価の改善

保全計画に基づく点検の実施
保全計画の継続的改善

保守管理業務のIT化・
システム化の推進
【チームD】

保守管理業務支援システム
を導入（平成25年11月）
不適合はエクセルで管理
複数のシステムはスタンドア
ローンタイプで、システム間の
連携は無し

保守管理業務の標準化・効率化を狙
いとしてIT化を検討
もんじゅ現場の課題・意見を集約し、
外部コンサルも受け、IT化範囲
（案）を策定

IT化範囲を明確化し、IT導入
化のスケジュール作成、詳細仕
様設計を実施する
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規制委員会は、平成27年11月13日、原子力規制委員会設置法第4条第2項に基づき、
文部科学大臣に対して、勧告を発出した。
● 機構に対する主な評価（勧告を出すに至った理由）

機構という組織自体がもんじゅに係る保安上の措置を適正かつ確実に行う能力を有していないと言わざるを得な
い段階（安全確保上必要な資質がないと言わざるを得ない段階）に至ったものと考える。
原子炉を起動していない段階ですら保安上の措置を適正かつ確実に行う能力を有しない者が、出力運転の段
階においてこれを適正かつ確実に行うことができるとは考えられない。

● 勧告の内容
次の事項について検討の上、おおむね半年を目途として、これらについて

講ずる措置の内容を示されたい。
一．機構に代わってもんじゅの出力運転を安全に行う能力を有すると認め

られる者を具体的に特定すること。
二． もんじゅの出力運転を安全に行う能力を有する者を具体的に特定す

ることが困難であるのならば、もんじゅが有する安全上のリスクを明確に
減少させるよう、もんじゅという発電用原子炉施設の在り方を抜本的に
見直すこと。

文部科学大臣に対する勧告について
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○規制委員会から文部科学大臣への勧告を踏まえ、文科省は平成27年12月22日に、「もんじゅの在
り方に関する検討会」を文部科学大臣の下に設置

＜もんじゅの在り方に関する検討会＞
1.趣旨：原子力規制委員会勧告を踏まえ、高速増殖原型炉「もんじゅ」に関する根本的な問題と原因

を検証し、発電用原子炉施設としての「もんじゅ」の在り方を検討するため、「もんじゅ」の在り方
に関する検討会を開催する。

2.検討事項:（1）「もんじゅ」の品質保証・保守管理に関する課題
（2）「もんじゅ」の運営に関する課題
（3）発電用原子炉施設としての「もんじゅ」の在り方

3.委員名簿： 有馬 朗人 学校法人根津育英会武蔵学園学園長
井川 陽次郎 株式会社読売新聞社論説委員
櫻井 敬子 学習院大学法学部教授
高橋 明男 一般社団法人日本原子力産業協会理事長
中尾 政之 東京大学大学院工学系研究科教授
丸 彰 日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社顧問
宮崎 久美子 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授
宮野 廣 法政大学大学院デザイン工学研究科客員教授
山本 章夫 名古屋大学大学院工学研究科教授

座 長
委 員

「もんじゅ」の在り方に関する検討会について



平成27年12月28日（第1回）：「もんじゅ」に係るこれまでの取組及び現状確認等

平成28年 1月28日（第2回）：
2月19日（第3回）：

3月 4日（第4回）：「もんじゅ」における運転管理と研究開発との関係に関する議論

3月23日（第5回）：「もんじゅ」に関する地元自治体からのご意見（福井県、敦賀市）
新たな運営主体に求められる要件等に関する議論

4月 6日（第6回）：「もんじゅ」の組織運営における課題の抽出

4月27日（第7回）：「もんじゅ」に係る課題の総括と組織の在り方に関する議論
（「もんじゅ」の運営主体の在り方（骨子案）について）

5月20日（第8回）：
5月27日（第9回）：
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「もんじゅ」の運転管理に必要となる技術的能力に関する議論

「もんじゅ」の運営主体の在り方に関する議論

「もんじゅ」の在り方に関する検討会概要



【メモ】


